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第３３回総会および自転車施策推進大会次第 

 

第１部　　総　会（午後２時００分～午後２時３０分） 

　　（１）　開　　会 

　　（２）　会長挨拶 

　（３）　開催市長挨拶 

　（４）　役員紹介 

　　（５）　議長選出 

　　（６）　議　　事 

　　　　　　　認定第１号　　令和５年度事業報告 

　　　　　　　認定第２号　　令和５年度歳入歳出決算 

　　　　　　　監査報告 

　　　　　　　議案第１号　　令和６年度事業計画（案） 

　　　　　　　議案第２号　　令和６年度歳入歳出予算（案） 

　　　　　　　議案第３号　　全国自転車施策推進自治体連絡協議会新役員（案） 

　　（７）　閉　　会 

 

第２部　　自転車施策推進大会（午後２時４５分～午後３時４５分） 

　　（１）　開　　会 

　　（２）　会長挨拶 

　　（３）　来賓祝辞 

　　（４）　来賓紹介 

（５）　役員紹介 

　　（６）　功労者の表彰 

（７）　意見発表 

（８）　大会決議 

（９）　閉会のことば 

　　（10）　閉　　会 

 

第３部　　講演会（午後４時００分～午後５時００分） 

　　講演会 

テーマ　「自転車の安全利用について」 

　講演者　一般財団法人　日本交通安全教育普及協会　普及事業部 

　　　　　部長　彦坂　誠　氏
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令和６年５月１日現在 

 
 

全 国自転車施策推進自治体連絡協議会  

役 員 名 簿 

 

会　長　　　宮崎市長　　　清　山　知　憲 
きよ やま とも のり

　副会長　　　仙台市長　　　郡　　　和　子 
こおり かず こ

　　同　　　　中野区長　　　酒　井　直　人 
さか い なお と

　　同　　　　三鷹市長　　　河　村　　　孝 
かわ むら たかし

　　同　　　　名古屋市長　　河　村　たかし 
かわ むら

　　同　　　　明石市長　　　丸　谷　聡　子 
まる たに さと こ

　理　事　　　越谷市長　　　福　田　　　晃 
ふく だ あきら

　　同　　　　相模原市長　　本　村　賢太郎 
もと むら け ん た ろ う

　　同　　　　富山市長　　　藤　井　裕　久 
ふじ い ひろ ひさ

　　同　　　　大阪市長　　　横　山　英　幸 
よこ やま ひで ゆき

　　同　　　　松江市長　　　上　定　昭　仁 
うえ さだ あき ひと

　　同　　　　高松市長　　　大　西　秀　人 
おお にし ひで と

　監　事　　　新潟市長　　　中　原　八　一 
なか はら や いち

　　同　　　　松山市長　　　野　志　克　仁
の し かつ ひと
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認定第１号 

令和５年度事業報告 

 

１　第 32 回総会の開催 

（１）総　会 

　　　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面にて実施 

　　　　（当初予定　令和５年５月 23 日(火)　東京都杉並区） 

 

回答期日　令和５年５月 23 日(火) 

　　　　審議結果 

 

（２）自転車施策推進大会、講演会、グループ別研修会、施設見学会 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止 

　　　　（当初予定　令和５年５月 23 日(火)　東京都杉並区） 

【功労者表彰】該当者なし 

 

２　令和５年度理事会の開催 

（１）第一回理事会 

令和４年度第二回理事会で議決のとおり、書面開催 

（当初予定　令和５年５月 23 日(火)　東京都杉並区） 

回答期日　令和５年７月 31 日(月) 

審議結果                      　　　　　　　　　　　　※【　】は監事 

　　　　案件１　正 会 員　10,000 円、賛助会員　5,000 円 

 

（２）第二回理事会 

　　　開催日時　　令和５年 11 月１日（水）午後 1時 00 分から 

　　　会　　場　　リーガホテルゼスト高松 

　　　案　　件　　・令和５年度事業報告 

　　　　　　　　　・令和５年度歳入歳出決算見込 

　　　　　　　　　・令和６年度事業計画、予算案 

　　　　　　　　　・令和６・７年度役員改選 

　　　　　　　　　・その他 

 決　議　事　項 承認数 不承認数
 認定第１号　令和４年度事業報告 82 0
 認定第２号　令和４年度歳入歳出決算 82 0
 議案第１号　令和５年度事業計画(案)　 82 0
 議案第２号　令和５年度歳入歳出予算(案) 82 0
 議案第３号　令和６年度以降の地区割り及び役員(案) 82 0

 決　議　事　項 承認数 不承認数
 案件１　令和６年度全自連会費について 12【2】 0
 案件２　次期役員（案） 12【2】 0
 案件３　令和６年度以降の年度別役割（案） 12【2】 0
 

案件４　令和６年度功労者表彰実施計画(案) 12【2】 0
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（３）臨時理事会（書面にて開催） 

　　　回答期日　令和６年２月９日（金） 

　　　審議結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※【　】は監事 

 

（３）第二回臨時理事会（書面にて開催） 

　　　回答期日　令和６年３月 26 日（火） 

　　　審議結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※【　】は監事 

 

３　全日本研修会 

　　開催日　　令和５年 11 月１日（水）・２日（木） 

　　担　当　　高松市 

　　会　場　　リーガホテルゼスト高松 

　　内　容 

　　【講　演】 

　令和５年 11 月１日（水）午後２時 55 分から 

　講演１　「自転車活用推進に関わる取り組みの進展について」 

　　　　　講師：徳島大学　大学院社会産業理工学研究部 

研究部長　山中　英生　氏 

　講演２　「シェアサイクルについて」 

　　　　　講師：OpenStreet 株式会社 

　　　　　　　　代表取締役社長 CEO　工藤　智彰　氏 

【事例発表】 

　令和５年 11 月１日（水）午後４時 40 分から 

　　事例発表者　　久留米市　都市建設部　交通政策課 

　　　主幹　田中　吉成　氏 

【グループ別研修会】 

　令和５年 11 月１日（水）午後６時 00 分から 

【施設見学】 

　令和５年 11 月２日（木）午前９時 00 分から 

　　・屋島山上交流拠点施設「やしまーる」 

　　・高松駅前広場地下自転車駐車場 

　　・高松駅前広場地下レンタサイクルポート 

 

４　要請行動 

　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送にて実施 

　　（当初予定　令和５年５月 24 日（水）） 

要請先　自転車活用推進議員連盟、内閣府、警察庁、 

国土交通省自転車活用推進本部 

　　　概　容　令和５年６月 15 日（木）に、全国自転車施策推進自治体連絡協議会

として、決議文を要請先に送付

 決　議　事　項 承認数 不承認数
 案件１　自転車対策に関する功労者について 12【2】 0

 決　議　事　項 承認数 不承認数
 案件１　令和６年度歳入歳出予算(案)の修正について 12【2】 0
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歳入歳出差引残額（Ｃ）
（（Ａ）－（Ｂ））

翌年度へ繰越（Ｄ）
（＝（Ｃ））

4,788,796 4,788,796

　　　   　　　　　　

予算額 決算額 比較増減

855,000 855,000 0

1,000 43 △957

4,845,158 4,845,158 0

5,701,158 5,700,201 △957

　

　　　　　　　　　　

予算額 決算額 残額

2,600,000 489,523 2,110,477

1,300,000 0 1,300,000

200,000 96,800 103,200

700,000 196,648 503,352

200,000 184,800 15,200

200,000 11,275 188,725

0 0 0

980,000 411,882 568,118

700,000 398,766 301,234

130,000 13,116 116,884

150,000 0 150,000

2,121,158 10,000 2,111,158

5,701,158 911,405 4,789,753

認定第２号　　　　　　　令和５年度歳入歳出決算

歳入合計（Ａ） 歳出合計（Ｂ）

5,700,201 911,405

科　目 摘　　要

会　費
正会員　＠10,000×82=820,000
賛助会員＠5,000 × 7＝35,000

雑収入 利息等　

繰　越 前年度繰越金

歳入合計

科　目 摘　　要

　事　業　費

大会費 総会（杉並区）　※書面開催

行動費
理事会経費（第一回、第二回、臨時）　
※第二回理事会のみ対面開催

研修費 全日本研修会（高松市）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
運用経費

@15,400×12ヶ月分

需用費 段ボール、各種資料印刷紙等

調査費

　事　務　費

事務委託費 事務局運営費

通信運搬費 各種郵送料、振込手数料

交通費 事務局旅費等

　予　備　費　 自転車活用推進研究会特別支援会費　10,000円

歳出合計

１ 歳入歳出決算
（単位：円）

２ 歳入の部
（単位：円）

３ 歳出の部
（単位：円）
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議案第１号 

令和６年度事業計画（案） 

 

 

※参考　令和７年度予定 

 年　月　日 事　　業　　名 事　業　内　容

 

令和６年 

５月 16 日 

（木）

第 33 回総会

１ 内　容　 第１部：総会 

第２部：自転車施策推進大会 

第３部：講演会 

２ 出席者　 会員、賛助会員、希望自治体 

３ 会　場　 東京都武蔵野市 

４ 担　当　 東京都武蔵野市 

　 副担当　 神奈川県相模原市

 

令和６年 

５月 16 日 

(木)

第一回理事会

１ 議　題　 ①令和７年度会費 

　　　　　  ②事業分担について 

２ 会　場　 東京都武蔵野市 

３ 出席者　 会長、副会長、理事、監事

 
令和６年 

５月 17 日 

(金)

関係各省庁への 

要請行動

自転車施策推進大会にて採択された大会決議 

の要請

 

令和６年 

10 月～11 月 

（予定）

全日本研修会

１ 内　容　 講演、事例発表、施設見学他 

２ 出席者　 会員、賛助会員、希望自治体 

３ 会　場　 福岡県久留米市 

４ 担　当　 福岡県久留米市 

   副担当　 北海道札幌市

 

第２回理事会

１ 議　題　 ①令和６年度事業報告及び決算見込 

　　　　  　②令和７年度事業計画及び予算案 

　　　　　  ③第 34 回総会実施要領 

２ 出席者　 会長、副会長、理事、監事 

３ 会　場　 福岡県久留米市

 

令和７年 

５月～６月 

(予定)

第 34 回総会

１ 内　容　 第１部：総会 

第２部：自転車施策推進大会 

第３部：講演会 

２ 出席者　 会員、賛助会員、希望自治体 

３ 会　場　 神奈川県相模原市 

４ 担　当　 神奈川県相模原市 

　 副担当　 東京都目黒区
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議案第２号

歳入の部
　　　   　　　　　　

令和６年度 令和５年度 比較増減

1 1 0

4,788 4,845 △ 57

5,624 5,701 △ 77

歳出の部  
　　　　　　　　　　

令和６年度 令和５年度 比較増減

2,970 2,600 370

1,600 1,300 300 総会費　

理事会    　  200,000

要請行動費等　 30,000

240 200 40

200 200 0

0 0 0

980 980 0

700 700 0

130 130 0 会員宛通知郵送代等

150 150 0

1,674 2,121 △ 447

5,624 5,701 △ 77

令和６年度歳入歳出予算（案）

科　目 摘　　要　(単位：円）

正会員＠10,000×80＝800,000

賛助会員＠5,000×7＝35,000

雑収入 利息等

繰　越 前年度繰越金

歳入合計

科　目 摘　　要　(単位：円）

　事　　業　　費

　大会費

　ホームページ運用経費 委託費  19,800円×12か月

　需用費 各種資料印刷、消耗品、表彰副賞等

　調査費

　事　　務　　費

　事務委託費

　通信運搬費

　交通費 事務局旅費等

　予　　備　　費　

　歳　出　合　計

単位：千円

会　費 835 855 △ 20

単位：千円

　行動費 230 200 30

　研修費 700 700 0 全日本研修会　700,000
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議案第３号 

全国自転車施策推進自治体連絡協議会  

新　役　員（案） 

 

会　長　　　小金井市長　　白　井　　　　亨 
しら い とおる

　副会長　　　盛岡市長　　　内　舘　　　　茂 
うち だて しげる

　　同　　　　静岡市長　　　難　波　　喬　司 
なん ば たか し

　　同　　　　堺市長　　　　永　藤　　英　機 
なが ふじ ひで き

　　同　　　　徳島市長　　　遠　藤　　彰　良 
えん どう あき よし

　理　事　　　江東区長　　　大久保　　朋　果 
お お く ぼ とも か

　　同　　　　川崎市長　　　福　田　　紀　彦 
ふく だ のり ひこ

　　同　　　　神戸市長　　　久　元　　喜　造 
ひさ もと き ぞう

　　同　　　　岡山市長　　　大　森　　雅　夫 
おお もり まさ お

　　同　　　　久留米市長　　原　口　　新　五 
はら ぐち しん ご

　監　事　　　三鷹市長　　　河　村　　　 孝  
かわ むら たかし

　　同　　　　宮崎市長　　　清　山　知　憲 
きよ やま とも のり
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令和６年度全国自転車施策推進自治体連絡協議会功労者表彰 

 

１　全自連表彰 

　　該当者なし 

 

２　自治体特別表彰 

 

３　全自連役員表彰 

　　該当者なし 

 
№ 自 治 体 名 氏    名

 
１ 武蔵野市 栗 林 　 剛

 
２ 武蔵野市  林 　 祥 弘

 
３ 神戸市  小松　恵一
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第３３回　自転車施策推進大会　大会決議 
 
「全国自転車施策推進自治体連絡協議会」は、駅周辺における放置自転車問題の解決

に向け、平成４年に「全国自転車問題自治体連絡協議会」として発足した。その後、会

員自治体をはじめとする各市区町村の懸命な取組の結果、全国の駅周辺における自転車

放置台数は大幅に減少したが、依然として、駅周辺や中心市街地等における放置自転車

に対する近隣住民等からの苦情や要望は絶えず、各市区町村は通勤や買い物などによっ

て放置された自転車への対応に苦慮している状況にある。 

　一方で、健康や環境意識の高まりを背景に自転車の利活用が注目されるなか、平成  

２９年５月に「自転車活用推進法」が施行され、平成３０年６月には自転車活用推進計

画が閣議決定された。 

　このため、第２７回総会において、会の名称を「全国自転車施策推進自治体連絡協議

会」と改め、全国の会員が自転車施策を推進する市区町村の核となり関係機関等と連携

を図るとともに、自治体としての責務を再認識しながら、新たな自転車施策の推進に寄

与していくものとした。 

この決意のもと、「２１世紀の交通の主役」たる自転車に関する諸課題の解決と、更な

る利活用を図るため、全国の会員が一致団結し、関係各位に下記の事項を要望する。 

 

記 

 

１　駅周辺における放置自転車台数は全体としては減少したが、地域によっては鉄道駅

か、駅周辺の環境悪化の要因となっている。しかしながら、駅周辺に自転車駐車場用

地を確保することは困難であり、市区町村の財政負担も過大となっている。 

各鉄道事業者においては、鉄道利用者の利便性を図るためにも、自ら自転車駐車場

を整備・運営するほか、自転車駐車場の用地の確保や市区町村へ用地の無償提供など、

自転車駐車対策を自ら積極的に推進すること。また、各市区町村が行う放置自転車対

策に対して、積極的に連携、協力すること。 

国においては、未だに放置自転車対策に苦慮している鉄道駅に対し、自転車駐車場

の附置を義務付けるよう関係法令の改正を行うとともに、鉄道事業者自らが自転車駐

車場設置を推進するための支援・助成措置を講じること。また、私有地にかかる自転

車等の放置問題について、法整備を進めるなど、実効性のある対策を講じること。 

さらに、駅周辺等においてサイクルポートや自転車駐車器具の設置を見込める用地

が無いなどの条件がある場合は、行き止まり道路の占用及び歩行者利便増進道路「ほ

こみち」における道路占用の特例を、一般自転車へ適用できるよう緩和措置を図るこ

と。 

国及び都道府県における道路、河川、港湾、公園、その他施設にかかる管理者は、

放置自転車対策の必要性を認識し、自ら施設利用者のための自転車駐車場を整備して、

放置自転車対策に取り組むとともに、市区町村等が行う自転車駐車場の整備に対して、

連携、協力して、放置自転車等の撤去などに努めること。 

また、自転車の再活用を促進し保管の負担を軽減するため、遺失物の例に倣い関係

法令を改正し、公示の日から所有権移転までの期間を６か月から３か月に短縮するこ

と。 

交通管理者においては、駅周辺における違法駐車の取締りを強化すること。特に「自

転車法」の対象とならない５０cc を超える原動機付自転車や自動二輪車及び　ペダル
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付きの電動自転車については、歩道上も含めて警告や取締りを強化すること。 

また、自転車の防犯登録の照会に要する事務が負担となっていることから、現在、

県別になっている防犯登録システムを全国の統一システムとして再構築すること。 

 

２　自転車活用推進法の趣旨を実現するためには、自転車専用道路・自転車走行レーン

の整備やナビラインの設置など、自転車走行環境を向上させるとともに、駅周辺だけ

でなく、中心市街地など中間点にあたる路上などにも小規模な自転車駐車場を整備し

ていく必要がある。また、新たな自転車活用策として、シェアサイクルの普及等にも

取り組む必要がある。 

　　国においては、自転車対策の最前線を担っている市区町村の意向を尊重して、市区

町村が行う自転車走行環境の整備やシェアサイクルの普及・啓発・維持管理等に対す

る支援・助成措置及び導入に伴う道路上など公共用地の活用に関するガイドラインを

策定するとともに、制度を大幅に拡充・拡大すること。 

また、自転車活用推進法に基づく計画策定・改定および計画に基づく施策推進経費

の一体的な補助制度を創出すること。 

 

３　自転車は他の交通機関に比べ、環境にやさしく健康的であるほか、災害時に強い移

動手段としても見直されている。また、改正道路交通法の施行により、全ての自転車

利用者のヘルメット着用が努力義務化された。自転車運転時の更なる安全対策の為に

も、法令順守やマナーの向上、自転車利用時のヘルメットの着用を促す啓発及び支援

が必要となっている。自転車の利活用を推進し、適正な利用を住民レベルで定着させ

るためには、自転車走行環境の整備に加え、すべての道路利用者の順法意識やマナー

の向上が不可欠である。また、自転車に限らず、近年規制緩和により普及が進んでい

る電動キックボード等について、違法な危険運転・違法車両での運転が多く見られ、

利用者本人のみならず、歩行者や自動車の脅威となっている。さらに全国的には、自

転車事故による高額賠償事例等が発生し社会問題となっており、これらへの対策の構

築が喫緊の課題となっている。 

国及び都道府県は市区町村や各都道府県教育委員会等と連携して、近年、社会問題

となりつつある自転車と歩行者の事故を未然に防ぐため、混雑地での押し歩きなど歩

行者優先の徹底や、ヘルメット着用の推進、スマホや傘差しなどのながら運転の禁止

など交通安全に係る教育、啓発及び支援を積極的に行うこと。 

また、電動キックボードなど、新たなモビリティについて、法の整備並びに利用者

に対する交通法規遵守の徹底、マナー啓発等交通安全教育を図る等の周知を積極的に

行うこと。 

交通管理者は、徹底した取締りを行い、交通環境の保全に努めること。また、自転

車関連交通法規の分かりやすい啓発を行うほか、車道での自転車と自動車等の安全な

共存を図るため、取締りの向上を含めたドライバー教育の徹底等について、運転免許

取得･更新の機会を活用するなど全国民に対する交通安全教育の充実を図ること。 

 

以上決議する。 

 

令和６年５月 16 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　全国自転車施策推進自治体連絡協議会
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全国自転車施策推進自治体連絡協議会 

 
 

会　員　名　簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年５月１日現在 

 
 
 

(会員数　　９６団体) 
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ブロック　　地　区　　　都道府県　　　　　会　員　自　治　体　名 

 
 

 北　海　道 
・東　北・ 
北　関　東

北　海　道 
・東　北・ 
北　関　東 
・埼　玉

北　海　道 
岩　手　県 
宮　城　県 
秋　田　県 
福　島　県 
茨　城　県 
栃　木　県 
埼　玉　県

札幌市 
盛岡市 
仙台市 
秋田市 
福島市　　郡山市　　いわき市　　 
水戸市　　土浦市　　 
宇都宮市 
さいたま市　 熊谷市 　越谷市

 関　　　東 東京特別区 東　　　京 千代田区　 中央区　 港区   新宿区　 
文京区　　台東区　 墨田区　 江東区　 
品川区　 目黒区　　大田区　 世田谷区  
渋谷区　 中野区　 杉並区　　豊島区　 
北区   荒川区　 板橋区　 練馬区　 
足立区　 葛飾区　 江戸川区　　

 東 京 多 摩 東　　　京 八王子市　 立川市　 武蔵野市   三鷹市 
昭島市　　小金井市　 東村山市 
国分寺市　　国立市　　狛江市　 東大和市 
東久留米市　 武蔵村山市　　多摩市　 
西東京市　　

 神　奈　川 神 奈 川 県 横浜市   川崎市   藤沢市   相模原市　 
海老名市　

 中　　　部 北　　陸・ 
東海中部

新　潟　県 
富　山　県 
岐　阜　県 
静　岡　県 
愛　知　県 
三　重　県

新潟市 
富山市　 高岡市　　 
大垣市　　 
静岡市　 浜松市　 三島市 
名古屋市　 
津市　　　　
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ブロック　　地　区　　　都道府県　　　　　会　員　自　治　体　名 

 
正会員（96）　※網掛けは休会（16）　休会を除いた正会員（80） 

 
 

 
　賛助会員（7）

 近畿・中国 近　　　畿 京　都　府 
奈　良　県 
和 歌 山 県

京都市　　 
奈良市　　 
和歌山市

 大　　　阪 大　阪　府 大阪市　 堺市　 岸和田市  豊中市   
松原市　 門真市   東大阪市

 兵　　　庫 兵　庫　県 神戸市　 姫路市　 明石市　 　 
 宝塚市　

 中　　　国 島　根　県 
岡　山　県 
広　島　県

松江市 
岡山市　 倉敷市 
広島市　 福山市　

 四国・九州 四　　　国 徳　島　県 
香　川　県 
愛　媛　県 
高　知　県

徳島市 
高松市　　 
松山市 
高知市　　

 九　　　州 福　岡　県 
佐　賀　県 
熊　本　県 
宮　崎　県 
鹿 児 島 県

北九州市   福岡市   久留米市　　 
佐賀市 
熊本市 
宮崎市 
鹿児島市   南さつま市

 賛助会員 　一般財団法人　日本自転車普及協会 
一般社団法人　自転車駐車場工業会 
公益財団法人　自転車駐車場整備センター 

  特定非営利活動法人  自転車活用推進研究会 
  公益財団法人　練馬区環境まちづくり公社 
　一般社団法人　自転車安全対策協議会 
一般社団法人　日本シェアサイクル協会
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全国自転車施策推進自治体連絡協議会規約 

 

　　　第１章　総則 

（名称） 

第１条　本会の名称は、全国自転車施策推進自治体連絡協議会（以下｢協議会｣という。）

とする。 

（目的） 

第２条　協議会は、総合交通体系における自転車の位置づけを明確にしながら、総合

的かつ計画的な自転車施策を推進するという理念のもとに、会員相互の連携を深め、

自転車等の安全利用の促進、駅周辺等の放置自転車問題の解決及び自転車の活用推

進を図り、住民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条　協議会は、前条の目的を達成するために、自転車施策に関する次に掲げる事

業を行う。 

　（１）自転車の利活用にかかる諸施策の調査、研究及び提言 

　（２）政府、国会及び関係機関への請願、陳情または要請 

　（３）自転車施策に係る講演、研修 

　（４）自治体相互及び関係機関との情報交換 

　（５）その他目的を達成するために必要な事項 

（会員） 

第４条　協議会の会員は、正会員及び賛助会員とする。 

２　正会員及び賛助会員は、第２条の目的に賛同する次の各号に掲げる者により構成

する。 

　（１）正会員　普通地方公共団体及び特別地方公共団体 

　（２）賛助会員　前号に掲げる団体以外の者で、協議会の事業に協力する者 

３　協議会は、別に定めるところにより、全国をブロックに分け、各ブロックを地区

に分け、正会員をその所在地に応じて各ブロック及び各地区に位置付ける。 

 

　　　第２章　機関 

（総会） 

第５条　協議会の総会は、正会員の全員をもって構成する。 

２　総会は、次に掲げる事項を決議する。 

（１）規約の改正に関すること 

　（２）役員の選任に関すること 

　（３）事業報告及び事業計画に関すること 

　（４）予算及び決算に関すること 

　（５）その他、理事会において必要と認められた、協議会に関する重要な事項 

３　会長（次条第１項第１号に定める者をいう。以下同じ。）は、毎年１回定時総会

を招集する。 

４　会長は、必要と認められる場合は、臨時総会を開催することができる。 
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５　賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。 

（役員） 

第６条　協議会に次の役員を置く。 

　（１）　会長　　　　 

　（２）　副会長　　 

　（３）　理事　　　　 

　（４）　監事　　　　 

２　役員は、正会員たる団体の長をもって充てる。 

（会長） 

第７条　会長は、会務を総括し、協議会を代表する。 

２　会長は、総会において１名を選任する。 

（副会長） 

第８条　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ

指名する順位により会長の職務を代行する。 

２　副会長は、各ブロックにつき1名又は２名を、総会において選任する。ただし、

会長の属するブロックについては、副会長を置かないことができる。 

（理事） 

第９条　理事は、第11条により会長及び副会長とともに理事会を構成し、必要な事項

を審議する。 

２　理事は、各地区（会長及び副会長の属する地区を除く。）ごとに１名を総会にお

いて選任する。 

（監事） 

第10条　監事は協議会の会計を監査する。 

２　監事は、会長、副会長及び理事の属する団体以外の正会員から２名を総会におい

て選出する。 

（理事会） 

第11条　理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。 

２　会長は、必要に応じて理事会を開催し、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

（１）総会に付議すべき議案 

　（２）総会より委任された事項 

　（３）顧問及び相談役の設置の承認に関する事項 

　（４）その他、協議会の運営に関する重要な事項 

３　監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

４　理事会において、会長、副会長及び理事は、各１票の議決権を有し、監事は、議

決権を有しない。 

（役員の任期） 

第12条　役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時までとする。ただし、再任をさまたげない。 

２　役員の辞退等により欠員が生じたときは、補選することができる。ただし、補欠

の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（顧問及び相談役） 

第13条　会長は、理事会の承認を得て、協議会に顧問又は相談役を置くことができる。 

２　顧問及び相談役は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。 

（事務局） 

第14条　協議会は、事務局を会長の属する団体に置き、必要な職員を配置する。 

２　前項の職員は、会長の属する団体の職員をもって充てる。 

３　協議会は、必要に応じて従たる事務局を会長の属する団体以外の団体に置くこと

ができる。当該従たる事務局の職員は、当該団体の職員をもって充てる。 

（会議） 

第15条　総会及び理事会（以下「会議」という。 ）の議長は、会長又は会長が指名

する者が務める。 

２　会議は、議決権を有する者の２分の１以上の出席がなければ開催することがで

きない。この場合、次項の規定により委任した者は出席したものとみなす。 

３　会議に欠席（団体の長に代わって当該団体の他の職員が出席する場合を除く。）

する者は、その議決権の行使を他の者に委任することができる。この場合、委任を

受けた者は、代理権を証する委任状を会長に提出しなければならない。 

４　会議の議事は、出席者（前項の規定により委任した者を含む。）の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

　　　第３章　補則 

（会計） 

第16条　正会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 

２　会費の額及び納入期限は、理事会において決定する。 

３　会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（委任） 

第17条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

 

（付　則） 

　　　この規約は、平成４年２月13日から施行する。 

（付　則） 

　　　この規約は、平成５年５月24日から施行する。 

（付　則） 

　　　この規約は、平成８年５月23日から施行する。 

（付　則） 

　　　この規約は、平成11年５月20日から施行する。 

付　則 

　　　この規約は、平成30年５月17日から施行する。
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